
番    号 R2-10 

都市計画区域 弘前広域都市計画区域 

都市計画の 

案の名称 
弘前広域都市計画区域区分の変更 

都市計画の 

変更理由 
別紙のとおり 

公 聴 会 

日時：令和 2 年 11 月  9 日（月） 午後 1時 30 分 ～ 

場所：弘前市役所前川新館三階第一・第二会議室 

日時：令和 2 年 1月  8 日（金）  午後 2時 00 分 ～ 

場所：弘前市役所前川新館３階第２・第３会議室 

※公述の申出がないため中止 

公聴会のための 

原案の閲覧 

期間：令和 2年 10月 19 日（月）から令和 2年 11月 2 日（月）まで 

縦覧時間：午前 8時 30分 から 午後 5時 00 分 まで 

場所：青森県県土整備部都市計画課 

（青森市長島 1-1-1 青森県庁 北棟 3階） 

弘前市都市整備部都市計画課(弘前市大字上白銀町 1-1) 
 

期間：令和 2年 12月 11 日（金）から令和 2年 12月 24 日（木）まで 

縦覧時間：午前 8時 30分 から 午後 5時 00 分 まで 

場所：青森県県土整備部都市計画課 

（青森市長島 1-1-1 青森県庁 北棟 3階） 

弘前市都市整備部都市計画課(弘前市大字上白銀町 1-1) 

案の縦覧 

期間：令和 3年 1月 21 日（木）から令和 3年 2月 3 日（水）まで 

縦覧時間：午前 8時 30分 から 午後 5時 00 分 まで 

場所：青森県県土整備部都市計画課 

（青森市長島 1-1-1 青森県庁 北棟 3階） 

   弘前市都市整備部都市計画課（弘前市大字上白銀町 1-1） 

 

期間：令和 3年 4月 23 日（金）から令和 3年 5月 6 日（木）まで 

縦覧時間：午前 8時 30分 から 午後 5時 00 分 まで 

場所：青森県県土整備部都市計画課 

（青森市長島 1-1-1 青森県庁 北棟 3階） 

   弘前市都市整備部都市計画課（弘前市大字上白銀町 1-1） 

市町村への 

意見聴取 

・弘前市  令和 3年 3月 9 日（火） 

・弘前市  令和 3年 5月 7 日（金） 

青森県都市計画 

審議会への付議 

日時：令和 3年 5月 11 日（火） 

場所：青森県庁西棟８階大会議室 

決定告示 令和 3年 7月 12 日（月） 青森県告示第 ４８１ 号 

関係図書の 

縦覧場所 

青森県県土整備部都市計画課 

（青森市長島 1-1-1 青森県庁 北棟 3階） 

弘前市都市整備部都市計画課 

（弘前市大字上白銀町 1-1） 

 











 

 

 

変更理由書 

 

 

 

 

弘前広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び 

区域区分（青森県決定）の変更について 

 

 

 

 

 弘前広域都市計画区域における市街化区域と市街化調整区域は、昭和４６年３月３１日

に当初計画を決定し、計６回の定期的な線引きの見直しと３回の随時見直しにより区域編

入等を行い、農林漁業との調和に配慮しながら都市の健全な発展と秩序ある整備を図って

きている。 

 本区域においては、青森県都市計画マスタープラン等の上位・関連計画に沿って、今後

の都市の健全な発展と秩序ある整備、さらには良好な環境の保全を図ることが求められて

いるところである。今回の変更は、平成２９年に都市計画法第６条に定める基礎調査を行

った結果を踏まえ、人口、産業等のフレームの変更を行うと共に、既に市街化している弘

前市樹木・桔梗野地区及び北和徳地区等について市街化区域へ編入するものである。 
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